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一般質問

道路環境の維持・管理について

川　上　　　昇

【問１】道路環境の維持・管理に関する町の基本
的な考えはどのようなものか。
【答１：建設課長】維持・管理は基本的に個別施

設計画を作成し５年前に見直しをした。緊急性な

どの優先順位を決めた上で工事・修繕を行ってい

る。交通量が多い塩付工業団地周辺道路は令和５

年度調査する予定。

【問２】総合福祉センターの建設により故二見甚
郷元県知事書で作られた開拓の碑が、場所を変え
て再び役場入り口に姿を見せた。あの場所への建
立に何か特別な思いがあったのか。
【答２：町長】開拓というものに対する町の姿勢

ということで役場の正面、目につくところに我々

もしっかり歴史として認識するために、あそこに

移設した。これを機に今後色んな事も考えながら

次の代にしっかり繋いで行きたい。

【問３】川南町で町民の日か川南の日、あるいは
開拓の日というのもいいかと思うが。
【答３：町長】どんな形であってもしっかり川南

町にとっては開拓という思いをいい形で表現した

いと考えている。

【問４】自治公民館制度になり９年目。町は当初、
できる限りバランスを取りながら６つの公民館に
差がでないよう調整するとしていた。現在、町と
して各公民館との連携の手法はどういったものか。
【答４：まちづくり課長】各自治公民館で企画・

計画されたイベントや行事、広報誌の作成、自治

公民館の運営等について必要に応じてサポートを

している。また、各自治公民館への行政からの依

頼やお願い、行政行事の調整などについても、月

１回開催している自治公民館長会で意見交換等を

町の歴史と開拓の碑との関係性について

地域コミュニティの活性化について

川南湿原の管理運営について

行って、行政と各自治公民館との連携を図ってい

る。

【問５】町職員の公民館活動への参加については、
自治公民館担当職員制実施要綱でどの様に執行し
ているのか。
【答５：まちづくり課長】職員の公民館活動につ

いては、実施要綱で各職員に手伝うようお願いし

ている。また、行政経営会議等を通じて公民館活

動だけでなく、地域の各種コミュニティの参加に

ついても、常々、町長や副町長からも促している。

【問６】湿原の管理は文化財保護法、町文化財保
護条例、町湿原植物群落管理規則、川南湿原植物
群落保護条例が根拠か。
【答６：教育長】その通り。具体的には川南湿原

を守る会に指定文化財環境事業を業務委託し運営

している。

【問７】地元新聞社の記事で、湿原の観察道は腐
食による木柱のぶらつきや床面の沈み込みが目立
つ、といった指摘があったが、どの様に対応を計
画しているか。
【答７：教育長】修繕費として３０万円計上して

いるが、どのように修繕していくのか湿原を守る

会と協議した。担当職員には、安全を最優先する

よう指示をしている。今後とも安全確保に努めた

い。

湿原観察道　不具合箇所の一部
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一般質問

川南町の主産業の実態は

竹　本　　　修

【問１】農地の管理状況について、特に土地利用
型の露地園芸農家を含めた認定農業者の現状は
（農家数）。
【答１：町長】主産業農家において、土地利用型

については特に現状では畑かん事業を始めとする

農業経営体の選択肢が多くなり、農業の岐路でな

く抱き合わせた経営体が見受けられるのではと考

える。

【答１：産業推進課長】認定農家数は、３７９経営

体、１０ｈａ以上の面積を耕作している。農家数は

法人合わせて４７である。

【問２】田・畑の面積は（遊休農地等）の状況は。
【答２：農地課長】田・畑（田１１７０ｈａ・畑２０３０

ｈａ）の面積の内、１４７ｈａが農地への再生不能な農

地で、現状では耕作が出来ない状況にある。

【問３】中間管理状況の契約件数等（現況）を伺う。
【答３：農地課長】田・畑３２００ｈａの内１８.２％

（５８２ｈａ）が中間管理事業にて契約されている状

況にあり、担い手への集積率も６０％に達してい

る。更に後継者不足等から農地中間管理事業を活

用して農地の集積集約をすすめる必要がある。

自治公民館制度が発足９年を迎える
今日の状況を伺う

【問４】各自治公民館と町の政策と融合された行
動が見られない。年度当初町で新旧振興班長会に
年間の行事程度は説明すべきではないか。コロナ
禍の中ではあるが。
【答４：町長】年度当初については、当然町とし

てやるべきことは、必要であると思うので、コロ

ナの状況を考慮し、考えてみたい。

【問５】各自治公民館の交流もあってもよいので
は。
【答５：まちづくり課長】各自治公民館の部会活

動については、交流はみられるが全体的な事につ

いても、今後は観察し、促していきたい。

【問６】各選挙の投票率が、県下でも最低にある。
自治公民館の組織改革は考えられないか。
【答６：町長】確かに本町の各選挙の投票率が低

いのは、気になるところであるが、自治公民館

（人口減少による振興班の減少）のことばかりが

原因とは言えないと考える。（自治公民館）制度

発足から１０年の節目を迎えるにあたり、組織の

在り方について再度検討していきたい。

耕作放棄
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一般質問

新中学校建設事業について

児 玉 助　壽

【問１】本町では、少子高齢化、人口減少等に伴
い、小中学校児童数が著しく減少し、子供達の教
育環境の大きな変化が指摘され、学校を統合し、
多彩で充実した教育環境を創出する施策として、
平成２８年度には、中学校再編に関するアンケー
ト調査実施及び町民参加の座談会等実施後、具体
的な中学校統合計画が表明されたが、あれから６
年進展がないが、スピード感が欠如しているので
は。
【答１：町長】現在、第６次長期計画を昨年度ス

タートさせており、１０年間の計画であり、基本

目標の最初に来るのが人づくりを挙げ、私として

は、それを教育と理解している。

【問２】新中学校建設スケジュールが表示された。
建設予算上程後、設置及び廃止条例を上程する３
分の２の同意議決を無力化する様式になっており、
その説明に担当課はしどろもどろになっていたが、
本番では適正に上程すべきでは。
【答２：教育長】設置及び廃止条例と建設予算に

ついては、地方自治法第２２２条の規定に基づき、

建設予算と関連条例を合わせて、令和６年６月議

会に提案できるように計画を進めている。

【答２：教育課長】議員の皆様に誤解を与えたこ

とは深くお詫び申し上げる。

【問３】委員会構成メンバーに提案権、執行権は
ないが、何を目的とした組織なのか。新中学校設
立推進するには、第一に基本計画の策定を行い、

執行機関がそれに基づき、手順、手続きをちゃん
と取り、ちゃんとした確認申請を作成、国、関係
機関等に速やかに提出、許認可を得、それを基に
新中学校設立に必要な関係議案を議会に上程、３
分の２もしくは２分の１以上の賛成同意議決を得、
効力の生じた案件を遅滞なく、粛々と執行すれば、
おのずと新中学校設立は、推進、進捗できるので
は。
【答３：町長】御指摘のとおり、しっかりとした

手順にのっとり、正式に進めていく必要があると

思っているし、そうしているつもりだ。

【問４】いじめ問題で全ての児童生徒が平等に教
育を受ける権利を侵害されているが、新中学校で
は、全ての児童生徒が平等に教育を受ける権利、
憲法第１４条を享受できる対応が必要では。
【答４：教育長】ハード面、ソフト面においてい

じめの未然防止の施策を講じ、いじめを絶対に許

さない機運の醸成に努め、生徒が安心して学校生

活を送ることができる新中学校をつくりたいと考

えている。

いじめ問題の解決を

設置及び廃止条例と建設予算の
適正提案を求める

川南町新中学校設立推進委員会の
役割を問う

行政調査を行った別府市立別府西中学校
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一般質問

耕作放棄地について

福　岡　仲　次

【問１】全体面積とミカン廃園と一般平地での面
積は。
【答１：農地課長】令和３年度における遊休農地

基盤整備等の実施により再生利用が可能な農地が

約４９ヘクタール、また長年耕作されず再生不能

な農地が１４７ヘクタール、この内元々ミカン園

であった山手の農地が約９０ヘクタール、それ以

外平場の農地が５７ヘクタールである。

山手の農地は、農業委員会が現地調査を行い非農

地判断を行う方針である。平場の農地に関しては、

周辺の農地に影響がないかを慎重に判断し方針を

決定、農振農用地については、特に慎重に取扱い

を判断をしていきたい。

【問２】所有者不明の固定資産税の納税処理は。
【答２：税務課長】相続人不明の土地の課税につ

いては、死亡届や固定資産税通知が届かず返って

きたものの中から相続人がはっきりしない資産に

ついて調査を行い、新たな相続人代表や相続登記

を行うよう指導を行っている。

【問３】空家対策について、現在の空家戸数、今
後の取り組みは。
【答３：建設課長】建設課で把握している危険住

宅の件数は２１件、内２件が特定空家になってい

る。所有者の確認については、不動産登記の確認、

固定資産税納税者の確認、付近住民からの聞き取

りを行っている。所有者が亡くなっている案件が

多く、相続人や管理責任者の特定に時間を要して

いる。

今後の取り組みは、毎年１０月と３月に危険空家

の状況と所有者管理者に改善依頼を行っていく。

危険空家解体補助の実施や緊急安全措置を含め今

後も継続し状況改善に努める。

【問４】通山地区一畝畑について、全筆数、面積、
所有者の状況は。
【答４：農地課長】全筆数１６０筆、面積１７,５４５

平方メートル、所有者１３７名。

一畝畑とは、一区画が約１００平方メートルの農

地である。これらが集団的に存在している場所が

通山地区にありほとんどが長年にわたり耕作され

ておらず、荒廃して土地の境界も不明な状況であ

る。所有者の状況は、町内在住者が３３名、お亡

くなりになっている方４０名、所在不明が６４名。

現状を考えると、農地に再生して活用は難しいと

判断しており、農振で農用地に指定されていない

農地であり周辺への影響を検証し非農地の検討も

必要と考えている。農地から除外することで規制

が緩和され土地利用の幅も広がることになる。

所有者不明の対応は

通山地区の一畝畑について

通山地区の
一畝畑
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一般質問

【問１】高鍋・木城・都農町は乗り合いタクシー
を導入しているが、町はどのように把握している
か。
【答１：建設課長】木城町・都農町は前日の予約

が必要である。高鍋町は乗車時間の３０分前の予

約で利用できる。運行日は高鍋町は平日、木城町

は月・水・金、都農町は平日と土曜日。料金は高

鍋町・木城町は大人２００円、子供１００円。都

農町は大人３００円、子供１５０円である。

　木城町、都農町は自宅から公共施設、医療機関

に利用できる。

【問２】コミュ二ティバスの停留所が近くにない、
足が痛くて歩くのが困難な高齢者は、自宅に来て
もらえる乗り合いタクシーを必要としている。実
証実験でもいいから週に１回か２回運行できない
か。
【答２：建設課長】できる限り交通弱者の方々の

意向に沿いたいと考えているが、川南町地域公共

交通会議での合意が必要になるので、民間圧迫を

さけるため乗り合いタクシー等の一般乗合旅客自

動車運送業に関する協議を関係団体と重ねていく。

【問３】自動車を持てば年間保険料もあわせると
１０万円から２０万円かかる。免許返納して乗り
合いタクシーが１回３００円位で利用できれば、
年間１０万円位の支援金をもらったのと同じ位の
経済的な助けになるし、特に国民年金受給者は大
変助かると思う。今、高齢者の交通事故が大問題
になっている。乗り合いタクシーがあれば免許返
納者も増え、交通事故予防もできる。乗り合いタ
クシーの早期導入が必要だと思うが、町長の考え
はどうなのか。

【答３：町長】交通弱者に対して、どういう手が

打てるか当然必要であると思う。実は、現状一番

の問題はタクシー運転手がいなくて、夜１０時以

降に帰る手段がないというのが問題になっている。

それも含めて町として非常に困っている部分があ

るので、何らかの方策を考える必要があると思う。

【問４】来年度乗り合いタクシーの導入ができな
いのであれば、あんま券のように一枚１,０００円の
タクシー券の発行、できれば年間２４枚以上発行
できないか。
【答４：町長】本当に今タクシー運転手がいない

ので、タクシー券をもらっても今、今日であれば

使えないよと、本当にそういう事態になっている。

担当課も我々も一緒になって考えていくべき問題

だと思う。

【問５】役場の休日や時間外に鶏ふん発電所の悪
臭が強いとの声があり、日曜日に北風の時、登り
口の寺、市納地区で悪臭を確認した。通浜でも夕
方から夜にかけて悪臭がすると連絡が来て、現場
に行き確認した。役場の休日や時間外に悪臭通報
窓口が必要でないか。
【答５：環境水道課長】鶏ふん発電所の悪臭苦情

対策には、シルバー人材センターに臭気測定を鶏

ふん置場周辺５か所で依頼している。１１月半ば

現在３１回ほど調査の報告では、臭気強度を０か

ら５段階に分けたとき、報告書では０から２とい

うことで強い臭気は、平日、休日も含めて測定さ

れていない。

乗り合いタクシーの早期導入

河　野　禎　明

悪臭苦情対策は
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行政調査報告

出　生

自然増減

毎月1日現在の現住人口

人　口 転　入 転　出 世帯数
死　亡

令和４年１1月

川南の人口と推移

令和４年１2月

令和５年1月

14,759

14,750

14,760

４１

４５

５０

２９

３８

２２

１１

８

６

２３

２４

２４

6,022世帯

6,015世帯

6,036世帯

総務厚生常任委員会

紫波町図書館 オガールアリーナ
(バレーボール専用体育館)

岩手県フットボールセンター 紫波マルシェ(農産物直売ほか)

期　日　　10月17日～19日

場　所　　岩手県紫波郡紫波町、埼玉県ふじみ野市

調査者　　委員6名、議長、議会事務局局長補佐の計8名

内　容　　紫波町

　　　　　・オガールプロジェクトについて（都市と農村の新しい結びつきを創造し

　　　　　　たオガールプロジェクトは、豊かで魅力的な持続的に発展する街を目指

　　　　　　している。)

　　　　　・紫波町の循環型まちづくりについて

　　　　　・公民連携手法を活用した地域再生（日詰リノベーションまちづくり）に

　　　　　　ついて他

　　　　　・オガール現地調査

　　　　　ふじみ野市

　　　　　・妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援・取組みについて

　　　　　・子育てコンシェルジュ事業について

　　　　　・病児・病後児保育事業について

　　　　　・病児・病後児緊急サポート事業について　他

　　　　　・上野台子育て支援センター現地調査

市役所本庁舎(HPから) 調査説明時の様子 上野台子育て支援センター（左：外観　右：室内の様子）

行政調査報告書
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【委員長】竹 本 　 修　　【副委員長】内 藤 逸 子　　　

【委　員】德弘美津子　　児 玉 助 壽　　米 田 正 直　　川 上 　 昇

編

集

後

記

編集・発行
宮崎県川南町議会
宮崎県児湯郡川南町
　　　　　　大字川南１３６８０－１

〒８８９－１３０１

発行者／川南町議会議長
編集者／議会広報編集特別委員会
印刷所／ヤ マ キ 印 刷

ＴＥＬ（０９８３）２７－８０１７

行政調査報告・編集後記

文教産業常任委員会

発電所水車 小水力発電施設 発電した電気の供給先：苺ハウス

３階のプール 解放的な図書館で説明を受ける 様々な用途で使える多目的ホール

行政調査報告書

再生可能エネルギー小水力発電所
　　　　　　　　（竹田市城原井路土地改良区）を視察 

　農業用水路の水を水車で専用水路に揚げ、その落差を利用し発電している。売電は、

九州電力へ。電力利用農家は１戸(ハウスイチゴ栽培)。売電収益は、土地改良区の維持

管理費、人件費に充当されている。

※「２０５０年ゼロカーボンシティかわみなみ」を宣言している川南町は、あらゆる再

　生可能エネルギーの発掘の必要性を再確認する。 

特徴　　① 体育館を災害時の避難場所として活用し、簡易水洗トイレは、マンホールに直結。

　　　　　 その際の水洗用水は、常時3階のプールに溜めて給水できる。

　　　　② 学校内にコミュニティ施設が設置され、地域に密着した学校建設になっている。 

令和３年４月に二つの中学校を統合し、
　　　　　新しく開校した別府市立別府西中学校を視察

　第１９回統一地方選挙で当選させていただいた我々議員の任期も残すところ

僅かとなりました。１期４年間、新型コロナ感染症対策を中心として、地域活

性化拠点施設（ぷらっつ）、総合福祉センター、中学校統合基本計画の策定な

ど大型プロジェクトについて、皆様の諸意見を聴きながら町執行部と共に進め

てまいりました。

　当広報委員会におきましては、できる限り、町民多くの皆様に議員活動の内

容をより深く理解していただく努力をしてきたつもりですが、満足いただけた

かは疑問であります。今後もより一層の精進を重ねていきたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米田正直
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